
新型コロナウイルス感染症にかかる
県内の感染動向等について

行 財 政 ・ 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 等

危 機 管 理 対 策 特 別 委 員 会 資 料 １ － １

令 和 ３ 年 （ 2 0 2 1 年 ） 1 2 月 1 7 日
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県内の感染動向について（12/15現在）

１）①流行曲線（公表日別）

流行曲線：感染症の流行を経時的に観察し、流行の特徴を把握することができます。

2

1 1 1 1

2

1 1

2

11

2

1 1

1

1 3

2 2

2

1 1 1

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

1
1
月

3
日

1
1
月

4
日

1
1
月

5
日

1
1
月

6
日

1
1
月

7
日

1
1
月

8
日

1
1
月

9
日

1
1
月

1
0

日

1
1
月

1
1
日

1
1
月

1
2

日

1
1
月

1
3

日

1
1
月

1
4

日

1
1
月

1
5

日

1
1
月

1
6

日

1
1
月

1
7

日

1
1
月

1
8

日

1
1
月

1
9

日

1
1
月

2
0

日

1
1
月

2
1
日

1
1
月

2
2

日

1
1
月

2
3

日

1
1
月

2
4

日

1
1
月

2
5

日

1
1
月

2
6

日

1
1
月

2
7

日

1
1
月

2
8

日

1
1
月

2
9

日

1
1
月

3
0

日

1
2

月
1
日

1
2

月
2

日

1
2

月
3

日

1
2

月
4

日

1
2

月
5

日

1
2

月
6

日

1
2

月
7

日

1
2

月
8

日

1
2

月
9

日

1
2

月
1
0

日

1
2

月
1
1
日

1
2

月
1
2

日

1
2

月
1
3

日

1
2

月
1
4

日

1
2

月
1
5

日

新型コロナウイルス感染の流行曲線(公表日別)

12/15 16:0０ 現在

経路不明 経路判明 調査中

2 



流行曲線：感染症の流行を経時的に観察し、流行の特徴を把握することができます。
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②流行曲線（発症日別）
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２）PCR等検査の状況(陰性確認を除く）
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３）陽性率（7日間移動平均）

• 陽性率の7日間の移動平均（その日までの7日間の平均）を見ると、12月13日現在の
陽性率は0.2％でした。
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４）経路不明の新規報告者数の推移
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５）県内の病床数および宿泊療養施設の状況

6）県内の陽性者発生状況

重症：人工呼吸器またはECMO(体外式膜型人工肺）が必要
中等症：酸素投与が必要または摂食不可能
軽症：無症状または酸素不要、摂食可能

県内
病床数

県内
宿泊療養
部屋数

入院者数 空床数 療養者数
清掃・修理待

ち 空数

県内発生 その他 県内発生 その他

総数 441 7 5 2 434 677 1 1 0 18 658

項 目 陽性者数累計
現在

陽性者数
退院等 死亡

入院中 入院予定等
宿泊
療養

重症 中等症 軽症

PCR検査数 195,247

（ うち行政検査分 72,693 ） 12,441 8 5 0 0 5 2 1 12,329 104

（ うちその他検査分 122,554 ）

（ うちPCR検査判明分 9,013 ） (うち自宅待機 1）

抗原検査数 95,672 （ うち抗原検査判明分 3,428 ） (うち自宅療養 1）
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7）その他県内の感染状況

※１ 最大確保病床の数（441床）に対する割合 ※２ 最大確保病床の数（52床）に対する割合

重症者数
重症者以外のICU(集
中治療室）利用者数

重症者用病床の現時点
の確保病床数

新規感染経路不明者（直近1週間分） ＰＣＲ等検査数（直近1週間分）

０人 0人 52床 0人 2,798件

医
療
体
制
等
へ
の
負
荷

最大確保病床の占有率※１ 1.6％

感
染
状
況

直近１週間における
人口10万人当たりの新規報告数

0.2人うち重症者用病床の
最大確保病床の占有率※2 0.0％

人口10万人当たりの
全療養者数

0.7人
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レベル３以上

８）その他の県内の感染動向
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９）性別陽性者数

１０）市町別陽性者数

性 別 陽性患者数

男 性 6,430

女 性 5,097

非公表（10歳未満） 914
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3,961

1,399

540 638
372

889

496

879

528

100 53

827

128 79 30 30
219

773

299 201

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

12 



１１）相談体制について
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1２）７月以降に発生したクラスターの状況

※県内において確認された陽性者数

公表名 陽性者数 始期 公表名 陽性者数 始期

事業所⑰ 6 7月3日 文化・スポーツ活動① 9 8月25日

会食⑪ 5 7月17日 事業所㉘ 4 8月14日

学校⑬ 16 7月20日 事業所㉙ 228 8月25日

保育関連施設⑥ 7 7月29日 事業所㉚ 68 8月23日

事業所⑱ 6 8月1日 事業所㉛ 12 8月24日

保育関連施設⑦ 5 7月30日 保育関連施設⑫ 8 8月24日

学校⑭ 13 8月5日 事業所㉜ 8 8月19日

事業所⑲ 10 8月6日 事業所㉝ 6 8月28日

事業所⑳ 7 8月8日 介護関連事業所⑮ 13 8月30日

保育関連施設⑧ 40 8月10日 保育関連施設⑬ 14 8月27日

保育関連施設⑨ 7 8月6日 保育関連施設⑭ 6 8月29日

保育関連施設⑩ 9 8月6日 事業所㉞ 20 8月27日

学校⑮ 7 8月9日 事業所㉟ 6 8月27日

介護関連事業所⑭ 5 8月11日 事業所㊱ 5 9月4日

学校⑯ 7 8月11日 学校⑱ 4 9月3日

事業所㉑ 6 8月11日 事業所㊲ 7 9月8日

事業所㉒ 7 8月12日 事業所㊳ 8 9月10日

事業所㉓ 6 8月17日 事業所㊴ 26 9月9日

事業所㉔ 11 8月14日 保育関連施設⑮ 11 9月12日

事業所㉕ 24 8月20日 事業所㊵ 16 8月31日

保育関連施設⑪ 32 8月23日 医療機関⑮ 12 9月16日

事業所㉖ 9 8月22日 保育関連施設⑯ 6 9月22日

会食⑫ 4 8月19日 学校⑲ 6 9月17日

学校⑰ 13 8月23日 保育関連施設⑰ 5 9月29日

事業所㉗ 31 8月21日 飲食店⑲ 11 10月20日
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オミクロン株への対応について

◆オミクロン株感染患者の入院体制の確保
• ゲノム解析によりオミクロン株であることが判明した患者、帰国者でPCR等検査陽性
が判明した患者および変異株PCR検査でオミクロン株の疑いがあると判断された患者
について、原則入院とし、2回の陰性確認を行ったうえ退院措置とする。
（令和３年11月30日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡）

◆オミクロン株感染患者の濃厚接触者の療養体制の確保
• オミクロン株感染患者の濃厚接触者と判断された者は、原則宿泊療養施設に滞在す
るよう協力を要請し、２日に１回を目安に検査を行う。
（令和３年11月30日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡）

◆オミクロン株感染患者特定のための検査体制の確保
• オミクロン株の発生や変異株の動向を監視するため、できる限り多くの検体について
ゲノム解析等を行う。衛生科学センターを中心に、民間検査も活用し検査を行う。
（令和３年11月28日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡）

• PCR検査により新型コロナウイルス感染症患者と診断された者については、変異株
PCR検査とゲノム解析を行い、オミクロン株か否か検査する。一連の検査には約１週
間程度の時間を要する。

1３）変異株の対応状況
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オミクロン株の検査状況について

◆検査の実施状況（令和３年12月13日時点）
• L452R変異株PCR検査：４件検査（すべて陽性）
• ゲノム解析：１件検査（デルタ株）、１件ゲノム解析不適検体、２件検査中

変異株PCR検査とは
対象とする変異株が持つ特異的な遺伝子変異の有無を判別する検査。対象とする変異株かどうか

をふるい分ける検査として使用され、N501YやL452Rなど特定の変異を検出することができる。
オミクロン株の判定においてはL４５２R変異株PCR検査を行うことで早期にオミクロン株か否かの簡
易的な判断が可能である。L452R変異株PCR検査が陽性の場合、デルタ株の可能性が高く、陰性の
場合、オミクロン株の可能性が有る。

ゲノム解析とは
遺伝子の塩基配列を調べることにより、どの種別の変異株かを解析する検査。ウイルス量が多くな
いと（CT値※1３０以下）検査することが難しい。

「CT値」（Threshold Cycle）とは
PCR検査において、ウイルスを検出できるまでに要した遺伝子の増幅回数のこと。検体に含まれて
いるウイルスの遺伝子量が多いほどCT値は小さくなる。

1４）変異株の検査状況
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入院医療体制について

※病院入院には、疑似症例等で
新型コロナウイルス感染症用
病床に入院した者を含む

17 

近隣府県の10万人当たりの新規感染者数の推移（直近7日間の累計患者数）（11/1-12/15）
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大阪府 京都府 滋賀県 東京都 兵庫県 奈良県 和歌山県 岐阜県 三重県 福井県
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曜日ごとの新規陽性者数の推移

0
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1

1.5
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4.5

月 火 水 木 金 土 日

11月8日の週 11月15日の週 11月22日の週 11月29日の週 12月6日の週 12月13日の週

月 火 水 木 金 土 日 週合計 今週/先週比

11/8 11/9 11/10 11/11 11/12 11/13 11/14

0 1 0 1 1 1 0 4 0.57

11/15 11/16 11/17 11/18 11/19 11/20 11/21

2 3 4 2 0 2 0 13 3.25

11/22 11/23 11/24 11/25 11/26 11/27 11/28

0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

11/29 11/30 12/1 12/2 12/3 12/4 12/5

0 0 0 0 1 2 0 3 -

12/6 12/7 12/8 12/9 12/10 12/11 12/12

0 0 3 0 1 1 0 5 1.67

12/13 12/14 12/15 12/16 12/17 12/18 12/19

0 0 1
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滋賀県 年代別10万人あたり新規陽性者数推移（直近7日間の累計患者数）
（11/1～12/15）日別・公表日

10歳未満, 1.51

10歳代, 0.00
20歳代, 0.00

30歳代, 0.56

40歳代, 0.00
50歳代, 0.00
60歳代, 0.00
70歳代, 0.00
80歳代, 0.00
90歳代, 0.00

0

5

10

人

10歳未満 10歳代 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳代 90歳代
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滋賀県 感染経路別の10万人あたり新規陽性者数推移（直近7日間の累計患者数）
（11/1～12/15）日別・公表日

※調査中除く
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評価

直近７日間の新規陽性者数は３人と継続して低い水準を維持しています。他
都道府県の状況を見ても、東京都や大阪府などの都市部を含めてすべての都
道府県で低い水準で推移していますが、感染伝播は継続しています。

10月29日に本県の感染状況をステージⅠへ引き下げ、また、11月25日には判
断指標をレベル分類へ見直し、レベル０となっています。

ワクチン・検査パッケージの試行やGo To Eat再開など社会経済活動の活発
化が少しずつ見られています。特に、これから忘年会、クリスマス、お正月
休みなど、さらに社会経済活動の活性化が想定されますので、継続して基本
的な感染対策を徹底してください。

オミクロン株については、日本を含め70か国以上で感染者の報告があり、市
中感染が示唆される感染者も出ています。まだ十分な情報が得られていない
状況にあるため、継続して発生動向を注視していく必要があります。また、
従来株と同様に基本的な感染対策の徹底が必要です。

年末に向けて、帰省、旅行等日常では生じない接触や会食の機会が増えるこ
とが想定されますので、特に対策が緩まないように注意してください。ま
た、気温が低下し屋内での活動が増加することも想定されますので、十分な
換気を行うなど、密を回避する対策を徹底してください。
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保健・医療提供体制について

23 

第５波における検証および今後の感染拡大に備えた方向性について、
令和3年１０月２８日に第9回新型コロナウイルス感染症対策協議会、翌
29日に第50回新型コロナウイルス感染症対策本部本部員会議を開催
し、関係団体と協議を行うとともに、今後の感染拡大に備えた総合的な
保健・医療提供体制確保計画の方針についてとりまとめたところ。

とりまとめた方針に基づき、一般医療との両立を図りつつ、陽性確認前
から回復・療養解除後まで切れ目なく対応可能な体制を整備するた
め、①健康観察・診療等の体制、➁自宅療養者等の治療体制、③入院等
の体制、の観点から取組を進めており、現在の体制整備の状況を踏ま
えた保健・医療提供体制確保計画を策定。

今後の感染拡大に備えた保健・医療提供体制の整備
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今後の感染拡大に備えた対応

1.陽性判明から療養先決定までの対応

➀滋賀県CＯＶＩＤ-19災害コントロールセンターによる一元管理

• 引き続き県内の入院・搬送調整を一元化して管理し、感染拡大時には人員
の増強による体制強化を図ることで、迅速な入院・搬送調整を実施する。

②入院待機者等に対する受入体制の整備

• 自宅待機者の発生に備えて、病床ひっ迫時には、2日以上の待機が見込ま
れる入院待ち患者や自宅待機者の症状悪化等に対応できる入院待機施設
（「滋賀県安心ケアステーション」）を設置。

③病床ひっ迫時における取扱い

• 入院・宿泊療養を基本としつつ、病床のひっ迫時には入院勧告・措置の対
象者の臨時的な取扱いによる医療資源の重点化を図るとともに、宿泊療
養施設のさらなる活用により、できるだけ多くの療養者の受入れを図る。

④病床の稼働状況等の見える化

• これまで関係機関で共有を図ってきた医療機関別の病床の確保状況・使用
率について、国の動向を踏まえつつ、Ｇ‐ＭＩＳ(医療機関等情報支援システ
ム）等を活用したさらなる見える化に向けた対応を検討。
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➀パルスオキシメーター・酸素濃縮器の確保
• 感染拡大時を想定した、パルスオキシメーター・酸素濃縮器の必要台数を確保。パ
ルスオキシメーターは、自宅療養者に速やかに送付する体制を整備。

②定期的・継続的な健康観察体制の整備
• 全ての感染者に対して、陽性判明日当日または翌日に最初の連絡を行い、自宅療養
者については、定期的、継続的な健康観察により、症状の悪化を早期発見し、受診、
入院等につなぐ。夜間、休日等の対応も含めた体制を整備。
電話やＩＣＴの活用（全保健所でＨＥＲ－ＳＹＳを活用した健康観察の導入）
市町の応援体制の強化（専門職派遣等） 13市町
各機関との協力体制の整備

③市町等との連携による生活支援の強化
• 自宅療養者にとって身近な市町との連携を進め、療養者にとって必要な生活支援
(食料品支援を含む）が速やかに実施できるよう、市町に必要な情報を提供。

• 食料品支援については、感染拡大期を想定し、新たな配送業者を準備。

2．自宅療養者への健康観察・診療等の体制の整備

今後の感染拡大に備えた対応

医療機関数 300機関
訪問看護ステーション数 ５６事業所
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3．自宅療養者への治療体制

今後の感染拡大に備えた対応

➀地域における治療体制の整備
• 必要に応じて速やかに治療につなげる体制を確保できるように、地域の医療機関
と調整。保健医療圏域ごとに、自宅療養者に対応可能な医療機関をリスト化し、円
滑な受診に向けた仕組みを構築。

対応可能な医療機関（外来・オンライン診療等） 300機関

• 受診に必要な移送については、各保健所に配備された車両に加え、感染拡大期に
備えてさらなる搬送手段を確保することで、速やかに受診できる仕組みを構築。

②医薬品の提供体制の整備
• 医薬品の提供体制について、圏域ごとに対応できる薬局をリスト化し関係団体等
と共有。療養者に医薬品を提供できる体制を整備。

対応可能な薬局（オンライン服薬指導、薬剤配送、夜間対応等を含む） ３４１箇所

③見守り観察ステーションの充実
• 県南部での運用（県立総合病院）に加え、１２月より県北部（長浜市立湖北病院）に
おいても運用を開始。症状に応じたケアおよび療養先の調整を行い、急変時の受
入体制を整備。
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❶医療機関への外来受診（一時入院）による投与
コロナ受入れ病院に加え、身近な医療機関等で投
与できる体制を順次整備
❷症状悪化・本人同意等による療養先変更（入院・
宿泊療養）後に投与
❸発症抑制のための投与体制の整備を検討

●R3.１０.3１現在で入院患者３５3名に投与
●重症化予防のための投与については、医療機関
の在庫配置が可能となり、休日であっても速やか
に投与できる体制を整備。

本県における中和抗体薬投与の枠組み

療養者

医療機関

宿泊療養施設

自宅

①バックアップ病院をはじめとする医療機関への
一時入院（外来受診）による投与
※4施設で既に稼働中（一日最大4名程度）

➁宿泊療養施設内での投与
●R3.１０.3１現在で宿泊療養者145名に投与

①外来受診（一時入院）
による投与

宿泊療養者に投与する場合

入院患者に投与する場合

感染症の重症化リス
ク因子を有し、酸素
投与を要しない患者

自宅療養者等に投与する場合

➁施設内投与

保健所

搬送
（❷本人同意後等
の搬送を含む）

搬送
（❷症状悪化後等
の搬送を含む）

❶外来受診（一時入院）
による投与

投与対象者

相談・健康観察 投与候補者
の情報共有等

投与のための説明・聞き取り

投与の同意
受診（一時入院）

●圏域の実情に応じて体制を整備
・投与対象者の選定・候補者との調整
・外来受診（一時入院）可能な医療機関との情報
共有・受診調整
・（必要に応じて）搬送調整

保健医療圏域ごとの体制整備

（重症化予防）
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自宅療養者等に対する中和抗体薬の投与について

➀新型コロナウイルス感染症患者受入れ医療機関での一時入院・外来
受診による投与

• 既に、各保健医療圏域に1以上、計１７医療機関において自宅療養者に対して投与
ができる体制を整備済み。圏域ごとに投与対象者を速やかに選定し、投与につなげ
る体制を確保。

• 感染拡大時に備え、投与のために医療機関へ受診する際の移送手段の追加確保を
予定。

②受入れ医療機関以外の医療機関での外来受診・往診による投与

• 往診やコロナ受入れ医療機関以外での医療機関においての投与が可能となったこ
とから、国の動向を踏まえつつ自宅療養者に対する治療手段の一つとして、往診や
身近な医療機関において投与ができる体制を順次整備。

• 発症抑制として、無症状者等に対する投与体制の整備を検討。
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４．入院等の体制

今後の感染拡大に備えた対応

（１）病床・宿泊療養施設の確保

➀病床・宿泊療養部屋数の確保

• 各フェーズ、緊急的な患者対応方針に基づき確保する病床数について、医
療機関と調整を行い、改めて段階ごとの確保病床数やフェーズ移行に伴う
準備期間などについて書面にて確認。ピーク時において計475床を確保。

• 宿泊療養施設において、映像による入所・退所案内の導入、受入時間の延
長や退所手続きの簡略化、新たな問診スペースの設置等により稼働率向上
のための取組を実施。ピーク時において500室の稼働が可能。

②疑い患者受入れための病床の確保

• 発熱や呼吸器症状が認められる濃厚接触者など、新型コロナウイルス感染
症への感染が疑われる患者の受入れのため、コロナ病床とは別に、３医療
機関において疑い患者受入れための専用病床5床を確保。
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新たな臨時の医療施設における機能

感染急拡大時に備えた滋賀県見守り観察ステーションの運用
• 現在、県南部地域にて2床での運用をしている滋賀県見守り観察ステー
ションについて、北部地域にもさらに一か所の設置（長浜市立湖北病院）。

• 入院が必要であるにもかかわらず、家族の検査結果待ちや療養先調整待ち
などにより2日以上の自宅待機が見込まれる軽症者を対象として、一次的
な入院先として受け入れ。

• 受入れ後、必要に応じて重症化予防のための中和抗体薬の投与を実施。症
状の回復傾向が認められる場合、下り搬送を実施。

• 患者の症状悪化に備えて酸素投与等が実施できる体制を整備。

新たな臨時の医療施設（入院待機施設）の開設
感染急拡大時に備えて、緊急時には臨時の医療施設（30床）として「滋賀県安
心ケアステーション」を開設。

（２）臨時の医療施設・入院待機施設等の確保
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名称

滋賀県安心ケアステーション

設置期間

令和３年１１月17日～令和４年３月

緊急的な患者対応方針に基づき、

感染拡大時における運用を想定して準備

設置場所

淡海医療センター内（草津市）

病床数 ３０床

人員体制
淡海医療センターの協力のもと、医療従事者等を、24時間体制で配置し運用。

新たな臨時の医療施設（入院待機施設）の体制
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■計画変更

• これまでの一般医療との両立が維持できる範囲でのフェーズ設定（一般フェーズ）に
加え、感染急拡大時における対応へ移行した後（緊急フェーズ）についても具体的な
想定数値を設定する。

病床350床 ＋ 宿泊療養施設67７室（うち稼働数400室）

病床・宿泊療養施設確保計画の見直しの考え方

※ ピアザ62室、東横イン彦根209室、草津第一ホテル129室 、ホテルルートイン草津栗東277室＝ 全677室

病床４７５床＋ 宿泊療養施設67７室（うち稼働数500室）

感染の急拡大が予測される場合

緊急フェーズ

一般フェーズ
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【感染急拡大時の一日当たり新規陽性患者数想定】：４６０名
【最大の入院者数想定】：４50名【３５0名から見直し】

※入院病床＋臨時の医療施設で対応

【最大の宿泊療養者数想定】：500名【400名から見直し】
【最大の自宅療養数想定】 ２,600名
【療養者計想定】：3,550名【3,350名から見直し】

◎各保健医療圏域における自宅療養者推計（※今夏の第5波の実績値より割当て）

圏域名 大津 湖南 甲賀 東近江 湖東 湖北 湖西 計

一日当たり新規
（人）

151 104 51 62 37 43 12 460

最大の自宅療
養者数（人）

850 588 289 351 210 244 68 2,600

有症状の訴えや
急変の対応が
必要となる想定
人数（人）

85 59 29 35 21 24 7 260

最大療養者数等の想定
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5．医療人材の確保等

今後の感染拡大に備えた対応

➀病床ひっ迫時の医療人材派遣/一元的な派遣調整体制の構築

• 県内58病院に対して、感染症対策に対応可能な医師・看護師等の人材確保・育成
の更なる推進について要請を行った。

• 臨時の医療施設（30床）を淡海医療センター内に設置し、感染急拡大時には当該医
療機関の協力のもと、医療従事者等を24時間体制で運用できる体制を確保した。

• 今回の計画で確保している病床のほかに、更に臨時の医療施設を開設する必要が
生じた場合の医療従事者の派遣については、医療従事者の派遣を検討いただける
診療所を含む23医療機関を中心に関係各団体の協力も得て、県で一元的な派遣
調整を行う。

• 宿泊療養施設については、人材派遣会社からの外部人材を活用しており、感染拡
大時に備え、未経験者への人材育成を進めるなど更なる看護師の確保を行ってい
る。また、人材派遣会社からの外部人材だけでは対応できない臨時・緊急的な場合
には、サポートナース等の協力を得て、県からの派遣調整も行う。

• 医療機関においてクラスターが発生した際には、関係団体と協力の上、他の医療機
関から看護師を派遣できる体制を維持する。

②医療従事者の負担軽減策

• 引き続き、滋賀県新型コロナウイルス感染症指定医療機関等病床利用促進事業費
補助金の一層の活用を促し、看護師等の病床消毒・清掃に係る負担軽減を図る。
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➀保健所等の体制確保

• 業務逼迫の前にあらかじめ必要な体制・人員が確保できるよう感染拡大期の体制強
化開始時期の目安を定めて、計画を作成し、応援人員の受入態勢を整える。

• 市町や地域の医療機関との連携を強化し、地域の専門職の支援を得ながら対応を進
める。

• 本庁、保健所間の緊密な連携の下、業務の電子化を進め、業務全体を効率化する。

②健康観察・診察等の関係

• 市町や地域の医療機関との連携を強化し、地域の専門職の支援を得ながら対応を進
める。

６．保健所等の体制確保

今後の感染拡大に備えた対応
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